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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期

会計期間

自 令和２年
   ４月１日
至 令和２年
   ９月30日

自 令和３年
   ４月１日
至 令和３年
   ９月30日

自 令和４年
   ４月１日
至 令和４年
   ９月30日

自 令和２年
   ４月１日
至 令和３年
   ３月31日

自 令和３年
   ４月１日
至 令和４年
   ３月31日

売上高 (千円) 163,488 157,073 162,268 356,265 340,450

経常利益 (千円) 6,145 3,889 11,713 37,951 24,041

中間(当期)純利益 (千円) 4,396 1,369 9,907 31,243 18,724

資本金 (千円) 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000

発行済株式総数 (株) 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900

純資産額 (千円) 246,574 274,791 302,054 273,422 292,146

総資産額 (千円) 1,083,907 1,091,658 1,103,858 1,111,702 1,101,363

１株当たり純資産額 (円) 41,792.34 46,574.81 51,195.57 46,342.77 49,516.38

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) 745.13 232.04 1,679.19 5,295.55 3,173.61

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.74 25.17 27.36 24.6 6.41

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 8,161 △9,782 9,663 61,657 25,680

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △12,075 △11,132 △2,635 △19,749 △14,351

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,200 △8,200 1,828 △15,400 △14,400

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 79,880 87,389 115,260 116,503 113,432

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
43 45 43 45 42
(11) (9) (15) (15) (13)

 

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間に係る主要な経営指標の推移につい

ては記載しておりません。

２ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第58期中間会計期間の期首から

適用しており、第57期中間会計期間及び第57期事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準

等を遡って適用した後の指標等となっております。

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないの

で、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】
当中間会計期間において、当社はゴルフ場及びレストランとして事業活動を行っており、当社が営む事業の内容に

ついて重要な変更はありません。

 
３ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

 令和４年９月30日現在

事業の種類 従業員数(人)

 ゴルフ場
38
(８)

レストラン
５
(７)

合計
43
(15)

 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当中間会計期間において、対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

２ 【事業等のリスク】

重要事象として文中の将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

当中間会計期間において、新たに発生した事業リスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の状況

当中間期末現在で繰越利益剰余金は△68,946千円、純資産合計は302,054千円となっております。

　(2) 経営成績の状況

（事業全体の状況）

当中間会計期間における宮崎県内のゴルフ業界は、行動制限の解除により少しずつではありますが、前年度に比

べ来場者数は増加の傾向にあります。当クラブにおいては相次ぐ大型台風の襲来、大雨・雷等の荒天、停電被害な

ど、期中９日の臨時休業を強いられる大変厳しい状況の中ではありましたが、来場人員について前年同期比69名増

加の17,491名となりました。

ゴルフ収入は前年同期比3,796千円の増加、売上高で5,195千円の増加となっております。

また、総営業経費については前年同期比1,576千円の減少、中間純損益は前年同期比8,538千円の増加で9,907千円

の利益計上となりました。

（目標とする経営指標達成状況等）

2022年度来場者36,200人を目標とし、営業面での強化を図り経費削減に努め、利益確保を図るため努力している

ところであります。

 
（生産、受注及び販売の状況）

(1) 収容能力

入場者の平均プレイラウンド実数による施設の収容能力

入場者実績による施設の収容能力

 

期間入場者数(A) 17,491人 当中間期実績

一人平均ラウンド数(B) 1.008Ｒ  

延ラウンド数(A×B) 17,630人  

収容能力 31,104人 営業日数 162日 1日の入場者数 192人

収容能力に対する比率 56.2％  
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(2) 入場者実績

令和3年度

 

年月
期間 総日数

営業
日数

客足数 一日平均

メンバー ビジター 計 メンバー ビジター 計

日 日 日 人 ％ 人 ％ 人 人 人 人

R3.4 1～30 30 30 1,137 37.5 1,899 62.5 3,036 37.9 63.3 101.2

5 1～31 31 30 1,387 42.7 1,865 57.3 3,252 46.2 62.2 108.4

6 1～30 30 29 1,145 37.7 1,891 62.3 3,036 39.5 65.2 104.7

7 1～31 31 29 1,102 38.4 1,771 61.6 2,873 38.0 61.1 99.1

8 1～31 31 27 933 41.0 1,340 59.0 2,273 34.6 49.6 84.2

9 1～30 30 28 1,163 39.4 1,789 60.6 2,952 41.5 63.9 105.4

合計 183 173 6,867 39.4 10,555 60.6 17,422 39.7 61.0 100.7
 

 
令和4年度

 

年月
期間 総日数

営業
日数

客足数 一日平均

メンバー ビジター 計 メンバー ビジター 計

日 日 日 人 ％ 人 ％ 人 人 人 人

R4.4 1～30 30 28 1,186 38.0 1,939 62.0 3,125 42.3 69.3 111.6

5 1～31 31 25 1,384 40.0 2,085 60.0 3,469 55.4 83.4 138.8

6 1～30 30 27 1,187 40.5 1,742 59.5 2,929 43.9 64.5 108.4

7 1～31 31 28 1,067 40.2 1,584 59.8 2,651 38.1 56.5 94.6

8 1～31 31 29 1,120 38.2 1,813 61.8 2,933 38.6 62.5 101.1

9 1～30 30 25 901 37.8 1,483 62.2 2,384 36.0 59.3 95.3

合計 183 162 6,845 39.1 10,646 60.9 17,491 42.3 65.7 108.0
 

 

(3) 受注状況

特記事項はありません。
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(4) 販売実績

① 売上状況

最近２事業年度実績による収入内訳

    (単位：千円)

科目
第58期

令和３年４月１日
令和３年９月30日

第59期
令和４年４月１日
令和４年９月30日

金額 金額

プレー収入 110,941 114,737

会費収入 7,205 8,044

売店収入 5,567 4,568

レストラン売上高 30,359 31,969

その他 3,000 2,950

合計 157,073 162,268
 

　（注）当社の事業は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 
 
 
（5) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ27,871千円増加

し、当中間会計期間末には115,260千円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動の結果、増加した資金は9,663千円であります。これは前中間会計期間に較べて、19,445千円の増加であ

りますが、主に営業収入の増加と営業支出の減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動の結果、減少した資金は2,635千円であります。これは主に設備投資による支出2,381千円によるもので

あります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動の結果、減少した資金は5,200千円であります。これは会員保証金等の純減少額1,000千円と長期借入金

の減少額4,200千円があったことによるものであります。

 (資本の財源及び資金の流動性に係る情報）

当中間会計期間における資金状況は、営業キャッシュフローは前中間会計期間より19,445千円多く9,663千円の

キャッシュが増加しております。これは主に営業収入を財源とするものですが、営業支出の減少により前年同期比

で増加となっております。

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

特記事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000

計 8,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(令和４年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(令和４年12月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,900 同左
非上場
非登録

単元株制度は採用していない

ため、単元株式数はない。

計 5,900 同左   
 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　  該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和４年４月１日～
令和４年９月30日

― 5,900 ― 295,000 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

  令和４年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

旭化成株式会社 東京都有楽町1丁目1番2号日比谷三井タワー 500 8.5

清本鐵工株式会社 延岡市土々呂町６丁目1633 275 4.7

宮崎交通株式会社 宮崎市松山1丁目1番1号宮崎観光ホテル西館 140 2.4

医療法人浩洋会 東臼杵郡門川町宮ヶ原４－80 60 1.0

高鍋信用金庫 児湯郡高鍋町大字北高鍋1347 40 0.7

宮前建設株式会社 日向市日知屋16749 35 0.6

第一糖業株式会社 日向市日知屋17371 35 0.6

株式会社宮崎銀行 宮崎市橘通東４丁目59 30 0.5

医療法人杏林会 日向市美々津町3870 30 0.5

株式会社三井 延岡市天下町1213-495 30 0.5

富士シリシア化学株式会社 春日井市高蔵寺２丁目1846 25 0.4

旭有機材株式会社 延岡市中の瀬町２丁目5955番地 25 0.4

上田工業株式会社 延岡市古城町５丁目46 25 0.4

計 － 1,250 21.2
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   令和４年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ―  

議決権制限株式(自己株式等) ― ―  

議決権制限株式(その他) ― ―  

完全議決権株式(自己株式等) ― ―  

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,900
 

5,900  

単元未満株式 ― ―  

発行済株式総数 5,900 ―  

総株主の議決権 ― 5,900  
 

② 【自己株式等】

令和４年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　（1）新任役員

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

 (株)
就任年月日

監査役 永野　鎮 1970年8月3日

2021年7月
株式会社　　

宮崎太陽銀行

4年 ― 2022年6月22日
 

延岡支店長

（現)

2022年6月 当社

 監査役(現) 

  
 

　　（注）1.　監査役　永野 鎮 は社外監査役であります。

　　　　　2.　監査役の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 
　(2） 退任役員

 

役職名 氏名 退任年月日

監 査 役 　松　尾　　浩 2022年6月22日
 

 
　（3）役員の異動

　　　　該当事項はありません。

 
　（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 
　　　　男性　７名　　女性　０名　（役員のうち女性の比率0％）
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第５ 【経理の状況】

 

１ 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(令和４年４月１日から令和４年９月30

日まで)の中間財務諸表については、公認会計士福邦男氏による中間監査を受けております。

 

３ 中間連結財務諸表について

当社には子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】
           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和４年３月31日)
当中間会計期間
(令和４年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 113,432 115,261

  売掛金 7,988 5,621

  棚卸資産 7,053 9,782

  その他 2,279 5,747

  流動資産合計 130,752 136,411

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 202,300 199,811

   構築物（純額） 11,944 11,730

   土地 59,448 59,448

   コース造成費 620,334 620,334

   その他（純額） 57,841 57,589

   有形固定資産合計 *1  951,867 *1  948,912

  無形固定資産 3,864 3,401

  投資その他の資産 14,879 15,134

  固定資産合計 970,611 967,447

 資産合計 1,101,363 1,103,858
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和４年３月31日)
当中間会計期間
(令和４年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,599 2,713

  短期借入金 270,000 270,000

  1年内返済予定の長期借入金 8,400 4,200

  未払金 12,421 12,539

  未払費用 7,190 6,863

  未払法人税等 2,189 3,308

  未払消費税等 4,276 5,030

  前受収益 15,349 11,578

  賞与引当金 6,007 6,030

  その他 9,890 10,648

  流動負債合計 338,321 332,909

 固定負債   

  長期借入金 32,150 32,150

  退職給付引当金 19,042 19,207

  入会保証金 94,725 94,925

  会員保証金 313,400 312,400

  その他 11,577 10,212

  固定負債合計 470,895 468,894

 負債合計 809,217 801,803

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 295,000 295,000

  利益剰余金   

   利益準備金 5,000 5,000

   その他利益剰余金   

    別途積立金 71,000 71,000

    繰越利益剰余金 △78,853 △68,946

   利益剰余金合計 △2,853 7,054

  株主資本合計 292,146 302,054

 純資産合計 292,146 302,054

負債純資産合計 1,101,363 1,103,858
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
　至 令和４年９月30日)

売上高 157,073 162,268

売上原価 13,013 12,817

売上総利益 144,060 149,451

販売費及び一般管理費 140,583 138,749

営業利益 3,477 10,702

営業外収益 *1  3,262 *1  2,868

営業外費用 *2  2,849 *2  1,856

経常利益 3,889 11,714

特別利益 *3  124 *3  △23

特別損失 *4  19 *4  78

税引前中間純利益 3,995 11,612

法人税、住民税及び事業税 2,625 1,705

法人税等合計 2,625 1,705

中間純利益 1,369 9,907
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 令和３年４月１日　至 令和３年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 295,000 5,000 71,000 △97,578 273,422 273,422

当中間期変動額       

中間純利益    1,369 1,369 1,369

当中間期変動額合計    1,369 1,369 1,369

当中間期末残高 295,000 5,000 71,000 △96,209 274,791 274,791
 

 

 当中間会計期間(自 令和４年４月１日　至 令和４年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 295,000 5,000 71,000 △78,853 292,146 292,146

当中間期変動額       

中間純利益    9,907 9,907 9,907

当中間期変動額合計    9,907 9,907 9,907

当中間期末残高 295,000 5,000 71,000 △68,946 302,054 302,054
 

 

EDINET提出書類

美々津観光開発株式会社(E04661)

半期報告書

15/30



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
　至 令和４年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 営業収入 156,867 164,635

 商品・貯蔵品の仕入れによる支出 △19,413 △21,157

 人件費の支出 △73,482 △74,558

 その他の営業支出 △66,439 △55,212

 小計 △2,467 13,708

 利息の支払額 △2,849 △1,856

 法人税等の支払額 △4,466 △2,189

 営業活動によるキャッシュ・フロー △9,782 9,663

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △10,725 △2,381

 無形固定資産の取得による支出 △0 △0

 保険積立金の積立による支出 △407 △254

 投資活動によるキャッシュ・フロー △11,132 △2,635

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 会員保証金の返還による支出 △4,000 △1,000

 長期借入金の返済による支出 △4,200 △4,200

 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,200 △5,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,114 1,828

現金及び現金同等物の期首残高 116,503 113,432

現金及び現金同等物の中間期末残高 *  87,389 *  115,261
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

①商品

最終仕入原価法

②貯蔵品

最終仕入原価法

 

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物

             ５～20年

機械装置及び車両運搬具

             ２～10年

(2) 無形固定資産…定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

 

３ 引当金の計上基準

 (1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間

会計期末において発生していると認められる額を計上しております。

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

４　収益及び費用の計上基準

　　　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

   金額で収益を認識しております。プレー収入、レストラン収入等は顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等を

   履行義務として認識し、顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等した時点で収益を認識しております。

　　　会費収入は、会員の施設利用機会の提供を履行義務として認識し、当該履行義務は時の経過につれて充足され

   るため、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識し

   ております。

 
５ 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、普通預金、預入期間３ヶ月以内定期預金からなっております。

 

６ その他中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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　　（会計方針の変更）

１　収益認識に関する会計基準の適用

　　　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

　　等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

　　サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。尚、当該会計方針の変更による

　　影響はありません。

　　また、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、全事業年度に係る「収益認識関係」注記に

　　ついては記載しておりません。

 
２　時価の算定に関する会計基準の適用

　　　「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。)

　　等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準

　　第10号　2019年７月４日)第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方

　　針を将来にわたって適用することと致しました。尚、当中間財務諸表に与える影響はありません。

　　　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

　　と致しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和

　　２年３月６日内閣府令第９号)附則第３条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係

　　るものについては記載しておりません。
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(中間貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(令和４年３月31日)
当中間会計期間
(令和４年９月30日)

 997,718千円 1,006,565千円
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

 

 
前事業年度

(令和４年３月31日)
当中間会計期間
(令和４年９月30日)

建物 142,085千円 139,598千円

土地                 443千円                 443千円

計             142,528千円 　　　　　　 140,041千円
 

 

前事業年度(自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日)

上表は短期借入金270,000千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供しています。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

上表は短期借入金270,000千円(１年内返済予定の長期借入金8,400千円)の担保に供しています。

 

(中間損益計算書関係)

※１ 営業外収益の主要項目
　

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

雑収入 3,257千円 2,853千円
 

 

※２ 営業外費用の主要項目
　

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

支払利息 2,850千円 1,856千円
 

 

※３ 特別利益の主要項目
　

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

賞与引当金戻入益 1,240千円 △23千円
 

 

※４ 特別損失の主要項目
　

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

固定資産除却損 18千円 78千円
 

　

　５ 減価償却実施額

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

有形固定資産 9,400千円 8,848千円

無形固定資産 660千円 663千円

計 10,060千円 9,511千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

１ 発行済株式に関する事項

 

 
当事業年度期首株式数

(株)
当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少
株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 5,900 ― ― 5,900
 

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

１ 発行済株式に関する事項

 

 
当事業年度期首株式数

(株)
当中間会計期間増加
株式数(株)

当中間会計期間減少
株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 5,900 ― ― 5,900
 

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４ 配当に関する事項

該当事項はありません。

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

＊現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

現金及び預金勘定 87,389千円 115,261千円

現金及び現金同等 　　　　　　　87,389千円             115,261千円
 

 

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)

該当事項なし

 

(2) リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引(通常の賃貸借取引にかかる

方法に準じた会計処理によっているもの)

該当事項なし

EDINET提出書類

美々津観光開発株式会社(E04661)

半期報告書

20/30



 

(金融商品関係)

前事業年度(令和４年３月31日)

 

金融商品の時価等に関する事項

令和４年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重

要性の乏しいものについては、財務諸表等規則第8条の6の2但し書きの規定により記載を省略しております。

   (単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 113,432 113,432  0

(2) 売掛金 7,988 7,988  0

資産計 121,420 121,420  0

(1) 買掛金  2,600 2,600  0

(2) 短期借入金 270,000 270,000  0

(3) 未払金 7,190 7,190  0

(4) 一年内返済予定の長期借入金 8,400 8,400  0

(5) 長期借入金 32,150 32,150  0

負債計 320,340 320,340  0
 

 

(注１) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金

すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。

 

負債

(1) 買掛金、(3) 未払金

近い将来決済される見込みであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額に

なっております。

　

(2) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金

新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、

時価は帳簿価格と同額になっております。

 

(注２) 市場価格のない株式等 (単位：千円)

 貸借対照表計上額

(1) 入会保証金 94,725

(2) 会員保証金 313,400

負債計 408,125
 

入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを

見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。

 

EDINET提出書類

美々津観光開発株式会社(E04661)

半期報告書

21/30



 

当中間会計期間(令和４年９月30日)

 
１.金融商品の時価等に関する事項

令和４年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

   (単位：千円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金  115,261  115,261  0

(2)売掛金 5,621  5,621  0

資産計 120,882 120,882  0

(1)買掛金  2,712  2,712 0

(2)未払金 12,539 12,539 0

(3)短期借入金 270,000  270,000  0

(4)一年内返済予定の長期借入金 4,200  4,200  0

(5)長期借入金 32,150  32,150  0

負債計 321,601 321,601  0
 

 
(注１) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金

すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。

 
負債

(1) 買掛金及び (2) 未払金

すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。

 
(3) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び (5) 長期借入金

新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、

時価は帳簿価格と同額になっております。

 
(注２) 市場価格のない株式等 (単位：千円)

 中間貸借対照表計上額

(1) 入会保証金 94,925

(2) 会員保証金 312,400

負債計 407,325
 

入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを

見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。

 
　２.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

　　 しております。

　　　 レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる当該時価の算

　　　　　　　　　　　 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　　　 レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

　　　　　　　　　　　 るインプットを用いて算定した時価

　　　 レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　　 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

　　 るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
　　時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

　　　当中間会計期間（令和４年９月30日）

　　　　該当事項はありません。
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(有価証券関係)

前事業年度(令和４年３月31日)

１ 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 
２ その他有価証券

該当事項はありません。

 
当中間会計期間(令和４年９月30日)

１ 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 
２ その他有価証券

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引)

前事業年度(令和４年３月31日)及び当中間会計期間(令和４年９月30日)

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

 
(資産除去債務関係)

前事業年度(自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日)及び当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４

年９月30日)

当社は、法令又は契約で要求されている法律的な義務が現在は見込まれていないため、資産除去債務を合理的に見

積もることができず、資産除去債務は中間貸借対照表に計上していません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

当社は、本社所在地でのゴルフプレーを提供するサービスが事業のほとんどであるため、中間財務諸表等規則第5条

の20第4項により注記を省略しております。

 
当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

当社は、本社所在地でのゴルフプレーを提供するサービスが事業のほとんどであるため、中間財務諸表等規則第5条

の20第4項により注記を省略しております。

 

【関連情報】

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、本社所在地でのゴルフプレーを提供するサービスに係る売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高

の90％を超えるため、注記を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記

載を省略しております。

 
(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。
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３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ

ん。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、本社所在地でのゴルフプレーを提供するサービスに係る売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高

の90％を超えるため、注記を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記

載を省略しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ

ん。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年９月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 

項目
前事業年度

(令和４年３月31日)
当中間会計期間
(令和４年９月30日)

(1) １株当たり純資産額 49,516.38円 51,195.57円

  (算定上の基礎)   

   中間(当期)貸借対照表の純資産の部の合計額
   (千円)

292,147 302,054

   普通株式に係る純資産額(千円) 292,147 302,054

   普通株式の発行済株式数(株)  5,900 5,900

   １株当たり純資産の算定に用いられた
   普通株式の数(株)

5,900 5,900
 

 

項目
前中間会計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)

(2) １株当たり中間純利益 232.04円 1,679.19円

  (算定上の基礎)   

   中間純利益(千円) 1,369 9,907

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る中間純利益(千円) 1,369 9,907

   期中平均株式数(株) 5,900 5,900
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載して

おりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及び添付書類

事業年度 第58期(自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日)令和４年６月30日九州財務局長へ提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

2022年12月23日

美々津観光開発株式会社

取締役会  御中

 

福　邦男　公認会計士事務所
 

 

公認会計士 福　邦男  
 

中間監査意見

　私は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている美々

津観光開発株式会社の令和４年４月１日から令和5年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間（令和４年４月1日

から令和４年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計

算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

美々津観光開発株式会社の令和4年9月30日の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令

和4年9月30日）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

　私は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準に

おける私の責任は、「中間財務諸表の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理

に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、

中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用

な情報を表示することにある。これには、不正及び誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続法人の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投

資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示とは、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が

あると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・      不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した中

間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
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表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・      中間財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・      経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・      経営者が継続法人を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また入手した監査証拠

に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・      中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表

が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

 
利害関係

　会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

 
 

 

※１ 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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